
※１〜３は、本年度に限り、肩代わり（借り換え）融資の対象。また、昨年度以前の融資については、条例で規定する融資期間に３年を加算した期間を限度として融資期
間の延長ができます。詳しくは、申し込み先か借入先金融機関に問い合わせてください。 
※４・５・７・８・12は、信用保証付の場合、（　）内の利率が適用されます。 
※８〜11は、本年度に限り、既存の融資を受けているものについては融資期間・据え置き期間の延長ができます。詳しくは問い合わせてください。
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け
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の

利
便
性
向
上
の
た
め
、
こ
ど
も
課

の
窓
口
で
児
童
扶
養
手
当
の
手
続

き
に
合
わ
せ
て
、
母
子
福
祉
医
療

の
受
給
者
証
が
交
付
で
き
る
よ
う

改
善
し
ま
し
た
。

て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で

不
便
で
す
。
窓
口
を
１
つ
に
で
き

な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
本
市
で
は
、
前
橋
保
健
セ

ン
タ
ー
を
子
育
て
支
援
に

関
す
る
拠
点
施
設
と
し
て
位
置
付

母
子
福
祉
関
係
の
窓
口
一
本
化

に
つ
い
て

Ｑ
母
子
福
祉
関
係
の
手
続
き

で
、
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

の
こ
ど
も
課
と
市
役
所
の
国
民
健

康
保
険
課
の
２
カ
所
へ
行
か
な
く

六
供
温
水
プ
ー
ル
の
更
衣
室
に

つ
い
て

Ｑ
六
供
温
水
プ
ー
ル
の
更
衣

室
は
す
の
こ
が
な
い
た
め
、

着
替
え
の
と
き
に
床
の
水
で
服
が

濡
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
服
が
濡
れ

な
い
よ
う
工
夫
を
し
て
ほ
し
い
で

す
。 Ａ

プ
ー
ル
利
用
者
の
体
に
付

い
た
水
が
更
衣
室
内
に
持

ち
込
ま
れ
な
い
よ
う
、
腰
洗
い
槽

と
強
制
シ
ャ
ワ
ー
を
撤
去
し
、
更

衣
室
か
ら
遠
い
位
置
に
シ
ャ
ワ
ー

を
移
設
し
ま
し
た
。
今
後
も
、
更

衣
室
内
に
す
の
こ
や
空
気
清
浄
機

の
設
置
を
検
討
す
る
な
ど
、
利
用

者
の
皆
さ
ん
に
快
適
に
利
用
し
て

も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

見
や
す
い
窓
口
掲
示
に
つ
い
て

Ｑ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

や
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
の
窓
口
に
は
、
張
り
紙
が
多
く

て
分
か
り
に
く
い
の
で
、
証
明
な

ど
の
案
内
を
統
一
し
て
、
一
覧
表

に
ま
と
め
て
ほ
し
い
で
す
。

Ａ
窓
口
周
辺
の
張
り
紙
に
つ

い
て
は
、
住
民
票
・
戸
籍

関
係
や
税
証
明
関
係
な
ど
を
一
覧

表
に
ま
と
め
て
掲
示
す
る
よ
う
に

し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
ほ
か
の

張
り
紙
に
つ
い
て
も
、
常
に
新
し

い
情
報
に
更
新
し
、
迅
速
な
情
報

提
供
に
努
め
ま
す
。

震
災
被
災
者
の
受
け
入
れ
に
つ

い
てＱ

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、

被
災
さ
れ
た
人
や
避
難
す

る
人
が
大
勢
い
る
の
で
、
市
有
施

設
や
空
い
て
い
る
市
営
住
宅
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
と
よ
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ　
地
震
に
伴
う
家
屋
倒
壊

や
原
子
力
発
電
所
の
事
故

な
ど
で
本
市
に
避
難
し
て
く
る
皆

さ
ん
の
た
め
に
、
し
き
し
ま
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど
市
内
12
カ
所
、

約
１
，
４
０
０
人
分
、
市
営
住
宅

２
０
０
戸
、１
，０
０
０
人
分
な
ど
、

合
計
で
約
２
，
４
０
０
人
の
避
難

さ
れ
る
人
の
受
け
入
れ
体
制
を
整

え
ま
し
た
。
市
営
住
宅
へ
の
入
居

を
希
望
す
る
人
に
対
し
て
は
、順
次
、

入
居
の
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て
い
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
は
　
市
政
発
信
課
　
☎
8
9
8
―
6
6
4
4

　｢市長への手紙｣の専用ハガキを市役
所や各支所・公民館など市内57カ所に
設置。これ以外の用紙での郵送やファク
スで送付する場合は、「市長への手紙」と
記入してください。また、本市ホームペ
ージの「市長への手紙」からも提出でき
ます。
　また、市庁舎１・
２階には「発言箱」
を設置。市役所に
来た際、気付いた
ことなどを投

とうかん

函し
てください。

青い箱が目印です
市政への提言はこちらから 市

長
へ
の
手
紙

市
政
に
生
か
し
ま
す
あ
な
た
の
声

　「
市
長
へ
の
手
紙
」
は
市
民
参
加
の
市
政
を
推
進
す
る
た
め
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
誰
も
が
市
政
に
提
言
で
き
る
制

度
で
す
。
寄
せ
ら
れ
た
手
紙
は
市
長
と
担
当
部
課
で
内
容
を
検
討
し
、
希
望
者
に
は
市
長
が
回
答
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
寄
せ
ら
れ
た
提
言
や
実
現
し
た
例
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

　本市では、中小企業や勤労者を支援するため、下表のとおりさまざまな制度融資を行っています。これらを活用し
企業経営などに役立ててください。詳しくは、前橋プラザ元気21内工業課か各金融機関で配布している「制度融資の
ご案内」をご覧ください。

制度名 利率（％） 申し込み 融資額 償還期間
1 小口資金融資制度

2.3以内（2.0以内）

市内の金融機関

1,250万円以内 
（　　）は２年以内分割

別
途
保
証
料 

そ
の
う
ち
一
部
を
補
助

運転６年以内 
設備８年以内 

（うち６カ月以内の据え置き可）2 特別小口資金

3

経営振興資金
1,500万円以内　 

（　　）は２年以内分割

運転７年以内 
設備９年以内 

（うち６カ月以内の据え置き可）

大型店対策資金

2.2以内

3,000万円以内
10年以内 

（うち１年以内の据え置き可）
消防用設備・公害防止
用施設等資金

2,000万円以内
７年以内

工場建設資金
3,000万円以内

経営安定資金 1.5以内
７年以内 

（うち１年以内の据え置き可）
4 商業・サービス業設備資金 2.0以内（1.6以内）

工業課
個人、会社は6,000万円以内 
旅館業者、商店街協同組合などは１
億円以内

10年以内 
（うち１年以内の据え置き可）5 中心商店街にぎわい資金 1.0以内（0.8以内）

6 協同組合等事業資金 1.8以内
商工中金前橋支
店

組合5,000万円以内 
（１構成員1,000万円以内）

１年以内

7 季節資金 1.5以内（1.3以内）
市内の金融機関

2,000万円以内　 ６カ月以内

8 中小企業設備資金 2.0以内（1.6以内）
機械器具装置などは3億円以内 
工場・事業所・土地などは5億円以内 10年以内 

（うち２年以内の据え置き可）
9 中小企業研究開発資金

1.0以内

工業課 ２億円以内

10
中小企業情報化推進支援
資金

市内の金融機関

2,000万円以内

10年以内 
（うち１年以内の据え置き可）

11
起業家独立開
業支援資金

Ａタイプ 5,000万円以内
Ｂタイプ

（分社化対
応）

1,500万円以内

12 企業誘致促進資金 1.5以内（1.1以内）工業課 ６億円以内
12年以内 

（うち２年以内の据え置き可）

13 勤労者住宅建設資金 2.5以内 市内の金融機関
1,200万円以内（ただし、所得
1,200万円以下） 

（経営者・役員などは利用できません）
20年以内

14
勤労者生活資
金

一般 2.1以内
中央労働金庫 
前橋支店 
群馬県庁出張所 
前橋東出張所

200万円以内 
別途保証料が必要 

（経営者・役員などは利用できません）
　　

教育費　10年以内 
その他　５年以内 

（ただし、育児介護休業に伴う人
の場合３年以内の据え置き可）

育児介護
休業に伴
う生活費
および教
育費

1.9以内

企業経営に役立てて
問い合わせは　工業課　☎210-2274中小企業などの制度融資

　次に該当する場合、固定資産税や都市計画税が、減
額や免除されることがあります。該当者は納期限の７
日前までに、市役所資産税課に減免申請書を提出して
ください（事由を証明する書類が必要になる場合があ
ります）。事由を調査し、減免の可否などを決定します。
①原則として居住に必要な資産だけを所有し、生活保

護法の生活扶助を受けているなど、徴収猶予や納期限
の延長などでも納税が困難と認められる。
②所有する固定資産が公民館などに使われ、減免する
ことが公益を増進するものと認められる（有料のもの
を除く）。
③固定資産が風水害や火災などで大きな被害を受けた。
④ほかに特別の事由がある。

公的利用の建物など
固定資産税が減免になる場合も

問い合わせは　同課　☎898-6216

市民の利便性向上のために

整理整頓を心掛けます


